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整 理 番 号  2019P-150 

補助事業名  2019年度 福祉車両の整備 補助事業 

補助事業者名  社会福祉法人 西寿会 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

〇 福祉車両の導入による安全で効率的なデイサービス利用者の送迎と円滑なデイサ

ービスの運営 

〇 機能訓練や認知症予防などのメニューを取り入れた通所事業による介護予防の強

化 

〇 介護予防事業の強化による要介護サービス量の増加抑制と介護保険料の増加抑制 

〇 公益の増進と社会福祉の推進 

（２）実施内容 

 移送車３［車いす仕様（リフト式）］（http://www.hamanasuso.com/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッサン キャラバン 

10 人乗り（車いす２台可） 

車いす乗降リフトで安全に乗れます。 

利用者も安心です。 

デイサービス利用者の皆さんと一緒

に納車をお祝いしました。 

 7 月 30 日に納車されたこの福祉車両は、補

助事業により導入できました。 

 デイサービス利用者の送迎を中心に活用し

ますが、送迎時間帯以外は併設の特別養護老人

ホームなどの利用者の通院や入退所、外出支援

などにも活用する予定です。 

 真っ白な車体に「KEIRIN」の鮮やかな文字と

ロゴが映えるこの車で地域に貢献します。 

http://www.hamanasuso.com/
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２ 予想される事業実施効果 

 〇 車いす利用者のためのデイサービス送迎の配車がスムーズになり、安全性の向上と

効率化が図られる。 

 〇 併設の特別養護老人ホームの利用者の病院受診は、介護度の高い車いす利用者が多

く、車いすのまま乗降できるリフト式車両を利用することで、安全で安心した移送が

確保できる。 

 〇 併設施設は災害発生時に福祉避難所に指定されているため、災害時は行政（町）の

要請により、要援護者の移送に協力することになっており、福祉車両による安全な移

送が確保される。 

〇 移送車両を有効に活用し、地域における課題である団塊の世代が７５歳以上となる

２０２５年を見据え、「要介護となるリスク要因の軽減」を図るため、現在週６日稼働

のデイサービスを全日稼働体制に移行し、要介護サービス量の増加を抑制する。 

 

３ 印刷物等 

   本事業に係わる印刷物等 

「はまなすだより」元年度第2号 

 （http://www.hamanasuso.com/pdf/index_hamanasudayori_20190926.pdf） 

  フェースブック 社会福祉法人西寿会 特別養護老人ホームはまなす荘 

 （https://www.facebook.com/saijyukai/） 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 社会福祉法人 西寿会（サイジュカイ） 

住   所： 〒038-2412 

青森県西津軽郡深浦町大字驫木字津山118-44 

代 表 者： 理事長 平沢 一臣（ヒラサワ カズオミ） 

担 当 部 署： 事務（ジム） 

担 当 者 名： 事務長 大船 昭宏（オオフネ アキヒロ） 

電 話 番 号： 0173-74-4381 

F A X： 0173-74-3555 

E - m a i l： hamanasu@bz01.plala.or.jp 

U R L： http://www.hamanasuso.com/ 
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